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Z 3422-2：2003

（1）

まえがき

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人軽金属溶接構造協会 (JLWA)／財団

法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO/FDIS 15614-1 : 2001，Specification

and qualification of welding procedures for metallic materials─Welding procedure test─Part 2 : Arc welding of

aluminium and its alloys を基礎として用いた。

JIS Z 3422-2 には，次に示す附属書がある。

附属書 A（参考） 溶接施工法承認記録 (WPAR) 書式

附属書 B（参考） 母体区分によるアルミニウムの種類

附属書 C（参考） 付加試験の例

附属書 1（参考） 附属書 B（参考）の母材区分によるアルミニウムの種類

附属書 2（参考） JIS Z 3442-2 及び関連規格の対照

附属書 3（参考） JIS と対応する国際規格との対比表
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日本工業規格 JIS
Z 3422-2：2003

金属材料の溶接施工要領及びその承認－

溶接施工法試験－第 2 部：アルミニウム及び

アルミニウム合金のアーク溶接

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials－
Welding procedure test－Part 2 : Arc welding of aluminium and its alloys

序文　この規格は，ISO/FDIS 15614-2 : 2001，Specification and qualification of welding procedures for metallic

materials－Welding procedure test－Part 2 : Arc welding of aluminium and its alloys を翻訳し，技術的内容を変更

して作成した日本工業規格である。

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，原国際規格原案を変更している事項である。変更の

一覧表をその説明を付けて，附属書 3（参考）に示す。

　この規格の発行日からは，すべての新たな溶接施工法試験はこの規格に沿わなければならない。しかし，

従来からの規格又は標準に準拠した溶接施工法試験は，この規格にも適合する。先の承認をこの規格によ

る場合と技法的に同等とするに際して，追加試験の必要な場合は，この規格に従った一体の試験材におい

て，追加試験をするだけで十分である。

1. 適用範囲　この規格は，溶接施工法試験を介して承認前の溶接施工要領書（以下，pWPS という。）の

承認を受ける方法について規定する。この規格は，アルミニウム及びアルミニウム合金（以下，アルミニ

ウムという。）の展伸材並びに鋳物のアーク溶接に適用し，適切な規格で取り扱われているアルミニウム鋳

物の仕上げ溶接には適用しない。この規格は，設計仕様にて必要な場合，他の溶融溶接方法又はほかの溶

接応用例において適用してもよい。

参考1. この規格はこのシリーズの規格の一部である。ここでは，その溶接施工法承認試験（以下，

WPQT という。）の実施方法と，その結果，承認を受けた溶接施工法の製造場での多種多様

な溶接作業に対する効力の及ぶ有効な範囲を，8.に規定する必す（須）確認項目(essential

variable) において，規定している。

2. アーク溶接には，適切な規格に従った次の溶接方法が含まれる。

　　　　　　－ メタルイナートガス溶接（ミグ溶接）

　　　　　　－ タングステンイナートガス溶接（ティグ溶接）

　　　　　　－ プラズマ溶接

3.    この規格でいう適切な規格とは，契約当事者間によって合意した日本工業規格，国際規格，

海外団体規格などであり，その例を附属書 2 に示す。

4.    特定の用途，材料又は製造条件によっては，その目的条件に合った適切な規格による付加試

験が必要である（附属書 C 参照）。


